
船舶事故等調査報告書 

平成２７年１１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５神第２５号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２７年３月２日 １５時１６分ごろ 

発生場所 徳島県徳島小松島港東方沖 

 和田ノ鼻灯台から真方位０９４°１１.８海里付近 

 （概位 北緯３３°５９.７４′ 東経１３４°５２.２７′） 

事故等調査の経過  平成２７年３月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 WEN
ウェン

 CHENG
チ ェ ン

（トーゴ共和国籍）、２,４２３トン 

   ８８９６８１９（ＩＭＯ番号）、ZHENG SHUN SHIPPING CO.,LTD 

Ｂ 漁船 長
ちょう

延
えん

丸、１３トン 

   ＴＯ２－２８２６（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（中華人民共和国籍）、免状不詳 

  航海士Ａ（中華人民共和国籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 桁網
けたあみ

、右舷船尾ブルワークに破損等 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１０人（全員中華人民共和国籍）

が乗り組み、航海士Ａ及び甲板手が当直につき、鳴門海峡へ向け、約

３１７°（真方位、以下同じ。）の針路及び約７.１ノット（kn）の速

力（対地速力、以下同じ。）で徳島小松島港東方沖を航行中、平成 

２７年３月２日１５時１６分ごろ、Ａ船の船首とＢ船のえい
．．

網索とが

衝突した。 

Ａ船は、海上保安庁から徳島小松島港に向かうよう指示を受け、同

港の沖に錨泊した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか甲板員１人が乗り組み、１１時３０分ごろ徳島

小松島港を出発し、同港東方沖の漁場に至り、桁網による底引き網漁

を開始した。 

 船長Ｂは、船尾から約４００ｍのえい
．．

網索を繰り出して約０２０°

の針路及び約４kn の速力で３回目の操業を始めるとともに、船首甲

板で甲板員と共に、選別を終えた魚を甲板上の魚倉に入れる作業を行

った。 

 船長Ｂは、船首甲板での作業を終え、操舵室に移動して桁網の引揚

げ準備のために雨具を脱いでいたところ、右舷後方約１００ｍのとこ



ろにＡ船を初めて認めたが、避航動作をとる間もなく、Ｂ船のえい
．．

網

索とＡ船の船首部とが衝突するのを目撃した。 

 Ｂ船は、えい
．．

網索に引きずられて船尾がＡ船と衝突し、Ａ船が停止

した後、機関を後進にかけてＡ船から離れ、１１８番通報するととも

に自力で帰港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ４、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の末期 

 その他の事項  Ｂ船は、足
あし

赤
あか

えびなどを漁獲する、まんが漁業に従事していた。 

 船長Ｂは、ふだんから桁網のえい
．．

網中に、甲板員と共に船首甲板で

漁獲した魚の処理作業を行っていた。 

 Ｂ船は、トロールに従事中の船舶であることを示す形象物を表示し

ていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ 不明、Ｂ あり 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ 不明、Ｂ なし 

 Ａ船は、徳島小松島港東方沖を北西進中、Ｂ船のえい
．．

網索と衝突し

たものと考えられるが、航海士Ａから情報が得られなかったため、衝

突に至った状況を明らかにすることはできなかった。 

 Ｂ船は、徳島小松島港東方沖において、えい
．．

網しながら北北東進

中、船長Ｂが、船首甲板で魚の処理作業を行い、見張りを行っていな

かったことから、Ａ船の接近に気付かず、そのえい
．．

網索とＡ船とが衝

突したものと考えられる。 

原因  本事故は、徳島小松島港東方沖において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が

えい
．．

網しながら北北東進中、Ａ船とＢ船のえい
．．

網索が衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は常時見張りを適切に行うこと。 
 


